
区　　　　　分

生活保護受給者の方等

世帯全員が市町村民非課税で、
前年度の合計所得と課税年金収
入額の合計が80万円以下の方

世帯全員が市町村民非課税で、
前年度の合計所得と課税年金収
入額の合計が80万円を超える方

従来型個室

居　　　　住　　　　費

多床型 ユニット型
個室

ユニット型
準個室

食費

490円
（320円）

1,310円
（820円）

490円
（420円）

0円

320円

320円

820円

1,310円

820円

490円

1,310円

490円

300円

650円

390円

とみおか
広 報

駅前行政区（2007年７月撮影）

my hometown TOMIOKA

2013.７月　お知らせ版

夏祭りTomioka photo album

とみおかとみおか

平成25年介護保険負担限度額認定申請のお知らせ
　介護保険施設（老人福祉・老人保健・療養型医療）の入所やショートステイを利用した場合、
食費と居住費を入所者が負担することになりますが、一定の条件を満たす方には、食費・居住
費の利用者負担限度額を設定し、限度額を超えた金額については、介護保険給付により利用者
負担を軽減することができますので、平成25年7月1日以降にご利用される方は、申請手続きを
行ってください。提出していただいた申請書につきましては、世帯の課税状況を確認し、対象
となる方には「負担限度額認定証」を送付します。
※平成25年６月30日までの認定証をお持ちの方には、更新のご案内を郵送しておりますのでご
確認くだい。新規で介護保険施設を利用する予定の方は、健康福祉課介護保険係までご相談
ください。
◇ 一定の条件を満たす方は下記の表のとおりです。

 一日あたりの食費・居住費の自己負担限度額

・従来型個室の（　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所またはショートステイを利用した場
合の額です。
・住民税が全額免除の場合は、非課税と同じ扱いになります。
・負担限度額認定は平成25年度住民税の課税状況によって決定します。申告がお済みでない方
は、平成25年１月１日現在居住していた住所地で確定申告をしてください。

問健康福祉課　介護保険係



【
参
事
職
】

◆
参
事
兼
復
旧
課
長

（
参
事
兼
生
活
支
援
課
長
）

　
　
　
　
　
　
　
郡
山
　
泰
明

◆
参
事
兼
復
興
推
進
課
長

（
参
事
兼
都
市
整
備
課
長
）

　
　
　
　
　
　
　
髙
野
　
善
男

【
課
長
職
】

◆
住
民
課
長

（
健
康
福
祉
課
主
幹
兼
健
康
福

祉
課
長
補
佐
兼
保
育
所
長
）

　
　
　
　
　
　
　
伏
見
　
克
彦

◆
健
康
福
祉
課
長
兼
仮
設
診
療
所

　
所
長
兼
保
育
所
長

（
健
康
福
祉
課
長
）猪
狩

　
　
隆

◆
生
活
支
援
課
長

（
生
活
支
援
課
主
幹
兼
課
長
補
佐
）

　
　
　
　
　
　
　
齋
藤
　
眞
一

◆
い
わ
き
支
所
長

（
主
幹
兼
い
わ
き
出
張
所
長
）

　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
　
修

【
課
長
補
佐
職
】

◆
企
画
課
長
補
佐
兼
企
画
係
長

兼
ま
ち
づ
く
り
計
画
係
長

（
企
画
課
長
補
佐
兼
企
画
係
長
）

　
　
　
　
　
　
　
深
谷
　
高
俊

◆
住
民
課
長
補
佐
兼
国
保
年
金
係
長

（
健
康
福
祉
課
副
主
幹
兼
国
保

年
金
係
長
）　 

小
磯
　
由
美

◆
復
旧
課
長
補
佐
　
　

（
都
市
整
備
課
長
補
佐
）

　
　
　
　
　
　
　
林
　
　
紀
夫

◆
復
興
推
進
課
長
補
佐

（
都
市
整
備
課
長
補
佐
）

　
　
　
　
　
　
　
竹
原
　
信
也

【
係
長
職
】

◆
住
民
課
副
主
幹
兼
住
民
係
長

（
健
康
福
祉
課
副
主
幹
兼
戸
籍
係
長
）

　
　
　
　
　
　
　
猪
狩
　
直
恵

◆
復
旧
課
主
任
兼
管
理
係
長

（
都
市
整
備
課
主
任
兼
建
設
管

理
係
長
）　
　
久
保
田
泰
弘

◆
復
旧
課
主
任
兼
復
旧
係
長

（
都
市
整
備
課
主
任
兼
復
旧
係
長
）

　
　
　
　
　
　
　
大
森
　
研
一

◆
復
興
推
進
課
副
主
幹
兼
除
染

対
策
係
長

（
都
市
整
備
課
副
主
幹
兼
除
染

対
策
係
長
）　 

斉
藤
　
一
宏

◆
復
興
推
進
課
副
主
幹
兼
区
画

整
理
係
長

（
企
画
課
副
主
幹
兼
ま
ち
づ
く

り
計
画
係
長
） 

杉
本

　
　
良

【
係
員
】

◆
総
務
課
主
事

（
健
康
福
祉
課
主
事
）

　
　
　
　
　
　
　
永
井
さ
や
か

◆
大
玉
出
張
所
副
主
幹

（
税
務
課
副
主
幹
）遠
藤

　
重
信

◆
企
画
課
主
事

（
生
活
環
境
課
主
事
）坂
本
美
紗
子

◆
住
民
課
副
主
幹

（
健
康
福
祉
課
副
主
幹
）

　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
弘
吉

◆
住
民
課
主
任

（
生
活
環
境
課
主
任
）柏
　
美
由
紀

◆
住
民
課
主
査

（
健
康
福
祉
課
主
査
） 

関
根
　
美
枝

◆
住
民
課
主
査

（
企
画
課
主
査
）　
畠
山
　
祐
美

◆
住
民
課
主
査

（
健
康
福
祉
課
主
査
） 

中
島
　
利
博

◆
住
民
課
副
主
査

（
健
康
福
祉
課
副
主
査
）

　
　
　
　
　
　
　
伊
本
　
和
明

◆
復
旧
課
主
査

（
都
市
整
備
課
主
査
）細
山
　
淳
一

◆
復
旧
課
副
主
査

（
都
市
整
備
課
副
主
査
）

　
　
　
　
　
　
　
駒
田
　
栄
雄

◆
復
旧
課
副
主
査

（
都
市
整
備
課
副
主
査
）

　
　
　
　
　
　
　
浦
尻
　
祐
樹

◆
復
旧
課
主
事

（
都
市
整
備
課
主
事
）志
賀

　
一
穂

◆
復
興
推
進
課
副
主
幹

（
都
市
整
備
課
副
主
幹
）

　
　
　
　
　
　
　
中
川

　
雅
一

◆
復
興
推
進
課
主
事

（
大
玉
出
張
所
主
事
）橋
本
　
壮
史

◆
復
興
推
進
課
主
事

（
都
市
整
備
課
主
事
） 

半
谷
　
尚
之

【
退
職
】６
月
30
日
付

◆
総
務
課
主
事
　
箱
崎
　
　
瑛

（3）　お知らせ版

お知らせ

職
員
人
事
異
動

　
　
　
　
　（
７
月
１
日
付
）

　
こ
れ
ま
で
、
福
島
県
で
実

施
し
て
き
ま
し
た
内
部
被
ば

く
検
査
で
は
、
４
歳
未
満
の

お
子
様
の
検
査
に
つ
い
て
は

ご
一
緒
に
生
活
さ
れ
て
い
る

保
護
者
の
方
が
代
理
で
検
査

を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
検

査
機
器
の
開
発
に
よ
り
、
平

成
24
年
４
月
１
日
以
前
に
お

生
ま
れ
の
お
子
様
も
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

◇
検
査
日
・
会
場

・

い
わ
き
市

　
県
い
わ
き
合
同
庁
舎
南
分
庁
舎

　（
い
わ
き
市
平
梅
本
15
）

　
８
月
１
日（
木
）・
２
日（
金
）

　
　
　
３
日（
土
）・
４
日（
日
）

　
　
　
５
日（
月
）

・

会
津
若
松
市

　
大
熊
町
一
箕
町
長
原
地
区

応
急
仮
設
住
宅
南
集
会
所

　（
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

　
松
長
字
下
長
原
200
）

　
８
月
９
日（
金
）・
10
日（
土
）

　
県
ハ
イ
テ
ク
プ
ラ
ザ
会
津

若
松
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー

　（
会
津
若
松
市
一
箕
町
大
字

　
鶴
賀
字
下
柳
原
88
の
１
）

　
８
月
13
日（
火
）

・

郡
山
市

　
郡
山
市
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

４
歳
未
満
の
お
子
様
の
た
め
の

放
射
線
内
部
被
ば
く
検
査
に
つ
い
て

　（
郡
山
市
香
久
池
１
の
15
の
15
）

　
８
月
22
日（
木
）・
23
日（
金
）

　
　
　
24
日（
土
）・
25
日（
日
）

◇
検
査
対
象
者

　
富
岡
町
民
で
、
平
成
24
年

４
月
１
日
以
前
に
出
生
し

た
、
現
在
４
歳
未
満
の
お

子
様
。
な
お
、
付
添
で
検

査
会
場
に
同
行
さ
れ
る
保

護
者
の
方
は
検
査
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◇
検
査
費
用

　
無
料
で
す
。
検
査
会
場
ま

で
の
交
通
費
に
つ
い
て
は

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◇
申
込
方
法

　
申
込
書
・
同
意
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
郵
送

に
て
お
申
込
み
く
だ
さ

い
。

　
申
込
書
・
同
意
書
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ【
災
害
版
】

申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の

ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま

す
。
パ
ソ
コ
ン
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
担
当
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
必
要
書

類
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

◇
お
問
合
わ
せ
・
お
申
込
み
先

　
富
岡
町
役
場

　
健
康
福
祉
課
・
健
康
づ
く
り
係

　
☎
０
１
２
０-

３
３-

６
４
６
６

　
〒
９
６
３-

０
２
０
１

　
郡
山
市
大
槻
町
字
西
ノ
宮
48-

５

※

申
込
み
は
検
査
希
望
日
の
10

日
前
ま
で
と
な
り
ま
す
。

お知らせ版　（2）

お知らせ
　
平
成
25
年
度
富
岡
町
敬
老

会
を
郡
山
・
い
わ
き
市
内
の

二
会
場
で
開
催
し
ま
す
。

（
対
象
者  

70
歳
以
上
の
高
齢
者
）

▼
開
催
日
時

【
郡
山
市
】９
月
５
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

・

会
場

　
迎
賓
館
グ
ラ
ン
プ
ラ
ス

　
郡
山
市

【
い
わ
き
市
】９
月
12
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時

・

会
場

　
パ
レ
ス
い
わ
や

　
い
わ
き
市

▼
送
迎
等

　
各
応
急
仮
設
住
宅
及
び
、

郡
山
駅
、
い
わ
き
駅
よ
り

会
場
ま
で
の
送
迎
バ
ス
を

運
行
予
定
。

※

借
上
げ
住
宅
に
お
住
ま
い

の
方
も
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。

問
健
康
福
祉
課

　
介
護
保
険
係

　
福
島
県
で
は
、
東
日
本
大

震
災
で
住
宅
に
損
害
を
受
け

平
成
25
年
度

富
岡
町
敬
老
会
の
ご
案
内

住
宅
の
二
重
ロ
ー
ン
で

お
困
り
の
方
へ

ふ
く
し
ま 
大
卒
等

　
　 

合
同
就
職
面
接
会

　７月１日付けで行われた富岡町機構改革
に伴い、郡山事務所での届出避難場所証明
書の取扱いが住民課住民係に変更となりま
した。
　郵便請求をされる場合は、請求書（町
ホームページからダウンロードできます）
に必要事項を記入し、請求者の本人確認が
できるもの（写真付きの場合は１種類、写
真付きが無い場合は２種類）と返信用封筒
（切手貼付）を同封のうえ、富岡町役場郡山
事務所住民課住民係宛に郵送してください。
　なお、いわき支所、三春・大玉出張所で
の発行も可能です。

問住民課　住民係

届出避難場所証明書の発行について

　福島第一原子力発電所の事故発生から２
年以上経過しましたが、未だ事故は収束せ
ず、町民の皆様におかれましては不安な
日々をお過ごしのこととお察しします。
　この事故により被った損害について、東
京電力（株）に対する損害賠償の請求はお
済みでしょうか。
　まだ請求されていない方、請求の仕方が
わからないなどお困りのことがございまし
たら、お気軽にお問い合わせください。

東京電力の損害賠償がお済みでない皆さまへ

た
方
の
生
活
再
建
を
支
援
す

る
た
め
、
住
宅
の
二
重
ロ
ー

ン
に
対
す
る
利
子
補
給
を
行

い
ま
す
。

　
被
災
程
度
、
債
務
残
高
や

借
入
額
等
、
補
給
を
受
け
る

た
め
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
検
索
サ
イ
ト
で「
福
島

県
二
重
ロ
ー
ン
」と
検
索
す
る

か
、
県
建
築
指
導
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
建
築
指
導
課

　
☎
０
２
４-
５
２
１-

８
１
８
４

　
平
成
26
年
３
月
に
大
学
等

を
卒
業
予
定
の
方
、
平
成
23

年
３
月
以
降
に
卒
業
し
て
、

現
在
就
職
活
動
を
さ
れ
て
い

る
方
を
対
象
に
、
正
社
員
で

雇
用
す
る
計
画
の
あ
る
県
内

企
業
と
の
面
接
会
を
次
の
日

程
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

　
８
月
８
日（
木
）

　
郡
山
市
・
白
河
市
・
須
賀

川
市
・
田
村
市
・
岩
瀬
郡
・

西
白
河
郡
・
東
白
川
郡
・

石
川
郡
・
田
村
郡
内
の
企

業
70
社
が
参
加
予
定
。

・

実
施
内
容

　
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

　
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

　
合
同
就
職
面
接
会 

　
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

・

会
場

　
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま

　
郡
山
市
南
二
丁
目
52
番
地

▼
主
催

　
郡
山
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
、
厚
生
労
働
省
福

島
労
働
局
、
福
島
県

▼
そ
の
他

・

事
前
申
込
不
要
。
お
気
軽

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

・

参
加
事
業
所
は
各
会
場
の

開
催
一
週
間
前
に
、
福
島

労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
公
開
し
ま
す
。

・

事
業
所
の
ブ
ー
ス
に
お
け

る
人
事
担
当
者
と
の
個
別

面
談
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等

各
機
関
に
よ
る
職
業
相
談
・

情
報
提
供
等
を
行
い
ま

す
。

問
福
島
新
卒
応
援
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク

　
☎
０
２
４-

５
３
４-

０
４
６
６

問東京電力（株）
　福島原子力補償相談室
　（コールセンター）
　☎0120-926-404
　産業振興課　賠償対策係
　☎0120－33－6466



この印刷物は、FSCⓇの基準に
従って認証され、適切に管理さ
れた森からの木材を含んだ用紙
を使用して印刷しています。

お知らせ

～時をこえて 伝えたい想い～ 2013年度南双葉フォトコンテスト作品募集2013年度南双葉フォトコンテスト作品募集
▶募集テーマ
　南双葉の明るい未来へ 『みんなの愛、汗、笑顔、希望、涙 』　※題目は自由です
　　例）こどもたちの笑顔、家族の集合写真、仕事やスポーツや趣味を頑張る姿、など人物写真
▶応募方法
　応募作品と記載事項（必須）を明記の上、送付してください。
　応募作品は写真現物もしくは画像データに限ります。
　（郵送、パソコン、携帯電話、スマートフォン）
　【記載事項（必須）】
　①氏名（もしくは団体名等）　②年齢　③住所　④電話番号　⑤題目
　【応募作品の送付先】
　写真現物の場合　
　〒979－0403　福島県双葉郡広野町下浅見川字桜田40　南双葉青年会議所事務局
　画像データの場合
　office@jc737.net（南双葉青年会議所メールアドレス）
　【その他注意事項】
　（１）応募作品の大きさは以下に限ります。
　　　写真現物の場合：大きさは最大でＡ３（297mm×420mm）サイズとします。
　　　画像データの場合：画像ピクセル数：640×480ピクセル以上を推奨いたします。
　（２）応募作品は未発表のものに限ります。（他コンクールに応募済の作品は応募できません。）
　（３）応募作品数の制限はありません。
　（４）応募作品を紙で提出する際は、丸めずに伸ばしたまま提出してください。
▶応募期間　平成25年10月30日（水）まで
▶入賞・副賞
　グランプリ　　１作品（目録５万円）
　準グランプリ　１作品（目録３万円）
　特別賞　　　　若干数（目録１万円）
▶選考および入賞発表等
　（１）南双葉青年会議所が設置する審査会において審査、決定します。
　　　審査期間：一次審査　平成25年11月上旬予定
　　　　　　　　二次審査　平成25年11月下旬予定
　（２）入賞作品は、電話または封書にて受賞通知し、マスコミ各社にて発表いたします。
　（３）平成25年12月７日に開催される「いわき光のさくらまつり」開会式において授賞式を行い、

受賞者に賞状および目録を贈呈いたします。
▶主催・応募・お問合せ先
　主　催：南双葉青年会議所
　住　所：〒979－0403　福島県双葉郡広野町下浅見川字桜田40　ＴＥＬ：0240－25－8891
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　いわき市内の借上げ住宅等に居住している方を対象に、消費生活のトラブル防止や交通事故防
止を目的とした「安心・安全教室」を開催します。参加は無料ですので、ぜひご参加ください。
１．対象者　借上げ住宅等に居住する富岡町民
　　　　　　※高齢者向けの内容となりますが年齢に関係なく参加できます。
２．日　時　８月７日（水）午前10時から約90分間
３．場　所　いわき市平交流サロン（いわき市平新田前６－10　☎050－3608－2864）
４．内　容　（１）消費生活講座（約20分）　
　　　　　　　　悪質商法、振り込め詐欺等に関する講話　講師：いわき地方振興局　
　　　　　　（２）交通安全講座（約70分）
　　　　　　　　高齢歩行者教育システムを使用した参加・体験型の交通教室
　　　　　　　　講師：いわき中央警察署
５．定　員　先着25名
６．申込先　富岡町役場いわき支所　☎0120－33－6466
※平交流サロンには駐車場はありません。公共交通機関又は近隣の有料駐車場等をご利用ください。
※開催内容は各仮設住宅・いわき市内の公民館等で開催された同名の教室と同等となります。

問富岡町役場いわき支所

安心・安全教室の開催について




